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平成２２年７月２３日 

消  費  者  庁 

 

特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する 

取引停止命令（９か月）について 

～ ４社が一体となって業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)を行っていた事案 ～ 

 

○  消費者庁は、業務提供誘引販売業者である有限会社アプローズ、Ｂ－サポート株

式会社、株式会社ネクスト及び株式会社アルファ（いずれも広島県広島市）に対し、

本日、特定商取引法第５７条第１項の規定に基づき、平成２２年７月２４日から平

成２３年４月２３日までの９か月間、業務提供誘引販売取引に関する業務の一部

（新規勧誘、申込み受付及び契約締結）を停止するよう命じました。 

また、併せてこれらの社に対し、同法第５６条第１項の規定に基づき、「営業員

が、簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋され

るかのように勧誘し、さらに、仕事はたくさんあり毎月途切れることなく仕事を提

供するので、２万円から３万円程度手元に残るなどと確実に収入が得られるかのよ

うに勧誘していたことがあるが、これらは虚偽であり、実際は簡単にトレーニング

を修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されるわけではなく、確実に

収入が得られるものでもない。」旨を、本件商品等を購入した者に通知するよう指

示しました。 

○  認定した違反行為は、不実告知、勧誘目的等の不明示、契約書面の虚偽記載です。

 

１． 有限会社アプローズ、Ｂ－サポート株式会社、株式会社ネクスト及び株式アル 

ファ（以下、「本件事業者」という。）は一体となって、「ホスティングサービス」、

「アルファシステム」と称するＣＤ－ＲＯＭ等の商品及び契約者専用Ｗｅｂサイト

上でのパソコン入力研修の役務(以下「本件商品等」という。）の販売を主な事業

としていました。 

本件事業者は一体となって、インターネット上でパソコン入力業務の在宅ワーク

を紹介するジョブシステム、ライフプランニング、インターワークス、ワークネッ

ト等と称するＷｅｂサイトから資料請求をした消費者に対し電話をかけ、本件商品

等を購入しＷｅｂサイト上でのパソコン入力の研修で得られる知識・技能を利用し

て、株式会社システムサポートが提供するパソコン入力の業務に従事することによ

り収入が得られることをもって消費者を誘引して、本件商品等の購入に係る代金約

５０万円を負担させていました。 

 

２．  認定した違反行為は以下のとおりです。 

（１）本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約の締結について勧
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誘をするに際し、契約後の毎月の収入について、「パソコンを使った事のない主

婦の方でも、月々の支払を差し引いて２～３万円の収入があります。」、「月に３、

４万円ぐらいは稼げます。」、「仕事が始まれば、仲介手数料を差し引いても最低

３万円が手元に残るので、負担はないと思います。」などとあたかも毎月一定の

収入が得られるかのように勧誘していました。しかし、実際には、毎月途切れ

ることなく仕事が提供されるわけではなく、仕事の収入で毎月の商品代金を支

払っても２万円から３万円程度手元に残る消費者はごく僅かでした。 

 

（２）本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約の締結について勧

誘をするに際し、「課題は簡単なもので、パソコンの初歩的なものなのですぐに

クリアでき、仕事にもありつける。」、「パソコンの基本的な知識で合格する。」、

「人にもよりますが、パソコンが得意な方なら大体 1 ヶ月くらいで仕事ができ

ます。」などと、誰でも簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合

格でき仕事が斡旋されると説明し勧誘していました。しかし、実際には、合格

率は約２割であり、とても簡単に合格できるようなものではありませんでした。 

 

（３）本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って、その

相手方に対し、「登録をいただいたかたにお電話しています。企業からの依頼が

殺到していますので、入力業務していただける方を緊急募集しています。」など

と告げるだけで、特定負担を伴う取引についての契約締結について勧誘する目

的である旨を告げていませんでした。また、「システム料として４９８２００円

がかかりますが、皆さん、分割で月々１５０００円くらいにして支払っていま

す。」などと告げ、当該勧誘に係る商品及び役務の種類を明らかにしていません

でした。 

 

（４）本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときに

交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面であると認められる

「販売契約書」の契約担当者の欄に偽名を記載していました。 

 

 関連事業者  

 

   以下の事業者は、本件事業者の取引を遂行する上で重要な役割を果たしていたこ 

とから、併せて公表します。 

 

株式会社システムサポート 

代表者：代表取締役 安達 和彦 

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目１９番７号 

本件事業者との関係：株式会社システムサポートは、株式会社ネクスト及び株式
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会社アルファと「サポート業務委託契約」を締結し、本件

事業者と業務提供誘引販売契約を締結した消費者に対し、

研修業務、スキルチェックを行い、それに合格した消費者

へパソコン入力業務を提供することとしていました。 

 

 

【本件に関する問い合わせ】 

 本件に関するお問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて

消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局までお問い合わせください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室   電話 ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室   ０９８－８６２－４３７３ 
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業務提供誘引販売業者４社に対する行政処分の概要 

 

１．事業者の概要 

 （１）各事業者の概要 

①有限会社アプローズ  

  代表者：取締役 高野 博士 

所在地：広島県広島市中区広瀬北町３番１１号 和光広瀬ビル７F 

       *登記簿上、契約書上の所在地は広島市中区八丁堀１１番１０号 

資本金：５万円 

設 立：平成１６年１２月１０日 

売上高：２億７５４８万４千円（平成２０年度） 

従業員：役員１名、社員１１名（平成２２年４月末時点） 

 

②Ｂ－サポート株式会社 

  代表者：代表取締役 中村 寿孝 

所在地：広島県広島市中区広瀬北町８番８号広瀬山陽ビル２階 

*登記簿上は広島市西区中広町三丁目４番１号 

資本金：３００万円 

設 立：平成１６年１２月１７日 

 

③株式会社ネクスト  

  代表者：代表取締役 高野 博士 

所在地：広島県広島市中区広瀬北町３番１１号和光広瀬ビル７F（有）ｱﾌﾟﾛｰｽﾞ内 

*登記簿上、契約書上の所在地は大阪府大阪市西区江戸堀二丁目１番１号 

資本金：３００万円 

設 立：平成２０年１１月２８日 

売上高：３７０万６千円（平成２０年度） 

従業員：役員１名、臨時職員１名（平成２２年４月末時点） 

 

④株式会社アルファ  

代表者：代表取締役 和田 豊 

    所在地：広島県広島市中区広瀬北町３番１１号和光広瀬ビル７F（有）ｱﾌﾟﾛｰｽﾞ内 

       *登記簿上、契約書上の所在地は神奈川県横浜市中区元浜町三丁目２１

－２ 

資本金：３００万円 

設 立：平成２１年７月２１日  

売上高：１万円（平成２０年度） 

従業員：役員１名、臨時職員１名（平成２２年４月末時点） 
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 （２）取引形態：業務提供誘引販売取引 

 （３）取扱い商品・役務(以下「本件商品等」という。） 

    名  称：ホスティングサービス(ネクスト社） 

アルファシステム(アルファ社） 

内  容：・ユーザーガイドマニュアル（ＣＤ－ＲＯＭ：２枚） 

・Ｗｉｎｄｏｗｓ／Ｗｏｒｄ／Ｅｘｃｅｌテキスト等 

・契約者専用Ｗｅｂサイト上での入力業務の研修     等 

    販売価格：４９８，２００円（ネクスト社） 

 ４９８，８００円（アルファ社） 

 

   ※有限会社アプローズの取締役、かつ、株式会社ネクスト代表取締役である高野

博士は、経済産業省から平成１７年３月２９日付けで特定商取引法第２３条第１

項に基づく業務停止命令（６ヶ月間）を受けた株式会社ＣＳＡの従業員であった

者であり、Ｂ－サポート株式会社代表取締役中村寿孝は同社の取締役であっ

た者である。 

      

２． 取引の概要 

有限会社アプローズ、Ｂ－サポート株式会社、株式会社ネクスト及び株式会社ア

ルファ（以下、「本件事業者」という。）は一体となって、インターネット上でパ

ソコン入力業務の在宅ワークを紹介するジョブシステム、ライフプランニング、イ

ンターワークス、ワークネット等と称するＷｅｂサイトから資料請求をした消費者

に対し電話をかけ、本件商品等を購入しＷｅｂサイト上でのパソコン入力の研修で

得られる知識・技能を利用して、株式会社システムサポートが提供するパソコン入

力の業務に従事することにより収入が得られることをもって消費者を誘引して、本

件商品等の購入に係る代金の負担を伴う取引を行っていた。この取引は、特定商取

引法第５１条第１項に規定する業務提供誘引販売取引に該当する。 

当該販売事業の中で、有限会社アプローズは、販売業務を統括し、その従業員に

株式会社ネクストあるいは株式会社アルファの名称で本件商品等の販売の勧誘を

行わせていた。 

株式会社ネクスト及び株式会社アルファは、当該販売の事業の中で、有限会社ア

プローズの事務所内において同社を販売代理店として消費者と本件商品等の販売

契約を締結していた。 

また、Ｂ－サポート株式会社は、当該販売の事業の中で、契約書面等の受取・保

管、経理処理等の事務業務全般を担当していた。 

 

３．行政処分の内容 

 （１）取引停止命令 

平成２２年７月２４日から平成２３年４月２３日までの間（９か月間）、特

定商取引法第５１条第１項に規定する業務提供誘引販売取引に関する業務のう

ち、次の業務を停止すること。 
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①�業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘すること。 

②�業務提供誘引販売取引についての契約の申込みを受けること。 

③�業務提供誘引販売取引についての契約を締結すること。 

 

 （２）指示 

株式会社ネクスト又は株式会社アルファから本件商品等を購入した者に対し、

「営業員が、簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事

が斡旋されるかのように勧誘し、さらに、仕事はたくさんあり毎月途切れること

なく仕事を提供するので、２万円から３万円程度手元に残るなどと確実に収入が

得られるかのように勧誘していたことがあるが、これらは虚偽であり、実際は簡

単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されるわ

けではなく、確実に収入が得られるものでもない。」旨を、平成２２年８月２３

日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告するこ

と。 

 

４．命令及び指示の原因となる事実 

本件事業者は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、業務提供

誘引販売取引の公正及び相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。 

 

（１）業務提供利益に関する不実告知（特定商取引法第５２条第１項第４号） 

本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約の締結について勧誘を

するに際し、契約後の毎月の収入について、「パソコンを使った事のない主婦の方

でも、月々の支払を差し引いて２～３万円の収入がありますよ。」、「月に３、４万

円ぐらいは稼げます。」、「仕事が始まれば、仲介手数料を差し引いても最低３万円

が手元に残るので、負担はないと思いますよ。」などとあたかも毎月一定の収入が

得られるかのように勧誘していた。しかし、実際には、毎月途切れることなく仕事

が提供されるわけではなく、仕事の収入で毎月の商品代金を支払っても２万円から

３万円程度手元に残る消費者はごく僅かであった。 

 

（２）判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について不実告知（特定商取引法第５

２条第１項第５号） 

本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約の締結について勧誘を

するに際し、「課題は簡単なもので、パソコンの初歩的なものなのですぐにクリア

でき、仕事にもありつける。」、「パソコンの基本的な知識で合格する。」、「人

にもよりますが、パソコンが得意な方なら大体 1 ヶ月くらいで仕事ができま

す。」、「仕事をする前にステップ１から５までの簡単なテストがあります。」、

「１週間から１０日ぐらいで合格します。」などと、誰でも簡単にトレーニングを

修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されると説明し勧誘していた。 

 しかし、実際には、トレーニングの最後に受けるスキルチェックは知識問題と入

力業務の試験があり、知識問題は、３０分以内に個人情報保護法等の専門的知識に
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ついて４０問の４択問題で８０点以上正解を必要とし、また、入力問題は、１０日

間で約５００件のデータをミス率３％以内で入力することが必要であるなど簡単な

ものではなく、実際の合格者も登録者の約２割と、とても簡単に合格できるような

ものではなかった。 

 

（３）勧誘目的の不明示（特定商取引法第５１条の２） 

本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の勧誘に先立って、その相手

方に対し、「登録をいただいたかたにお電話しています。企業からの依頼が殺到し

ていますので、入力業務していただける方を緊急募集しています。」、「先日登録

していただいたので、お電話させていただきました。お仕事をしていただく条件と

して・・・」などと告げるだけで、特定負担を伴う取引についての契約締結につい

て勧誘する目的である旨を告げていなかった。また、「システム料として４９８２

００円がかかりますが、皆さん、分割で月々１５０００円くらいにして支払ってい

ます。」、「通常、他の企業は、仕事を紹介してもらった場合、委託手数料を取っ

ていますが、当社では最初に５０万円を仲介料として当社に支払ってもらい、その

後はいただきません。」などと告げ、当該勧誘に係る商品及び役務の種類を明らか

にしていなかった。 

 

（４）契約書面の虚偽記載（特定商取引法第５５条第２項第５号、同法施行規則第４４条

第２号 

本件事業者は一体となって、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときに交付

しなければならない契約の内容を明らかにする書面であると認められる「販売契約

書」の契約担当者の欄に偽名を記載していました。 

 

５．勧誘事例 

 【事例１】 

平成２１年７月、Ａは、小遣い程度の収入になれば良いと思い、勤務時間の都合

上、午前中の時間を利用して在宅でできる仕事を探していた。インターネットで「内

職」というキーワードで検索し、内職紹介サイトに入力スタッフの登録をしたところ、

翌日ネクストの営業員Ｗと称するＳから電話があった。Ｓは、「パソコンを使った仕事

をしたことはありますか。」、「システム料として４９８２００円がかかりますが、皆

さん、分割で月々１５０００円くらいにして支払っています。パソコンを使った事のな

い主婦の方でも、月々の支払を差し引いて２～３万円の収入がありますよ。」、「入力

業務にはａ、ｂ、ｃとランクがあり、始めは単価の低いｃランクのお仕事ですが、たく

さんお仕事をしてもらって、お互い信頼関係が出来てきたら、グラフ作成のような単価

の高いお仕事もやってもらいます。仕事はいくらでもあるので、業務実績をアピールし

てＢランクになるようがんばって下さい。」と告げた。また、実際の仕事が始まる前に

は、研修とテストがあり、それには３ヶ月程かかる人もいること、システム料４９８２

００円は仲介手数料、諸経費、インストラクター料等全部含めた値段であるという説明

もあった。Ａは、Ｓから「システム料のお支払いに関して、うちの方で提携しているク
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レジット会社があるので、４９万円のクレジットが通るかどうか確認してみます。」と

言われ、メールで契約書類等は郵送するので、届いたら連絡するよう指示された。同日

ネクストの人事管理からメールが届き、Ａは、そこからログインして住所、氏名、電話

番号等を入力して送信した。 

数日後Ｓから電話があり、「クレジットの件ですが、２０万円で通りました。残り

の差額についてはご自分で新しくカードを作ってそちらで支払って下さい。」と指示さ

れた。後日、Ａは書面が届いた旨をＳに連絡し、契約書等にＳから指定された日付を記

入して返送した。 

９月初め、Ａは第一回目のトレーニングを受けたが、土曜日はサポートセンターが

お休みで送信できず、合格の結果がメールで届くまで１週間程かかった。 

その後、第２回目のトレーニングに取り組み、３回再提出したが、不合格となっ

た。３回目の不合格のメールが届いたのは、９月末だった。Ａは、勧誘時にＳから受け

たパソコンを使ったことのない主婦でも月２万から３万円ほど収入があるとの説明は信

用できないと思うようになり、消費生活センターに相談した。 

  

【事例２】 

平成２１年３月、Ｂはそれまで勤めていた会社を退職し、インターネットで在宅ワ

ーク紹介サイトのデータ入力スタッフに登録した。 

間もなくネクストの営業員Ｘと称するＴから電話があり、「登録をいただいた方に

お電話をしています。企業からの依頼が殺到していますので、入力業務していただける

方を緊急募集しています。在宅ワークに興味がある方に説明させていただいております

が、よろしいですか。」と告げられた。Ｂは在宅ワークを探していたので、説明を聞く

ことにした。Ｔから「在宅ワークは時間があればその分報酬がもらえるものです。パソ

コン操作はできますか。」、「仕事を受ける前にミスが無いように、当社でチェックを

します。基本的なエクセルの操作に関して、簡単なテストを契約後に受けてもらいま

す。」、「ａｂｃとランクがあり、たとえば、ｃランクの業務を行う前に５回のテスト

に合格しないといけません。」、「ホスティングサービス代として、ワードやエクセル

のサポートと能力のチェック代、データ作成・管理ツールパッケージを含めて全部で４

９８２００円かかります。」、「４９８２００円の支払は一括でも分割でもできます

が、分割で３６回払いにすると月々１８５００円の支払になります。１日３時間以上入

力のお仕事をすると１ヶ月３万円の収入になりますので、分割払いの支払開始を１ヶ月

後、２ヶ月後にすれば、お仕事が始まる頃には、１８５００円を差し引いても収入がプ

ラスになります。」と告げられた。また、「テストさえ合格すれば、すぐにプラスの収

入があります。人によりますが、パソコンが得意な方なら大体１ヶ月くらいで仕事がで

きます。」、「早ければ４月末か、ゴールデンウィークを挟んで５月中旬には仕事が始

まります。」と告げられたため、Ｂは自分のようにパソコンの経験があれば、１８５０

０円を支払う頃には仕事がもらえて収入があるのだろうと思った。Ｔから「お持ちのカ

ードで支払っても良いですが、当社で使っているカード会社がありますので、みなさん

そちらを選んでもらっていますよ。」と言われたので、ＢはＴに勧められたカード会社

を使うことにした。 
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数日後ネクストから契約書類が届き、その旨連絡すると、電話に出たＶから「概要

書」の確認日を書面が届いた日付に、「契約書」には電話をした日付を記入するよう指

示され、Ｂはその通り記入して返送した。 

１週間程経って、ＣＤ－ＲＯＭとサポート資料が送られたが、その後Ｂが使用する

ことは無かった。テストは、契約者専用Ｗｅｂサイトにログインして受けるシステム

で、それにつなぐ為のパスワードがメールで送信された。１回目から５回目まで徐々に

テストの問題は難しくなっていき、Ｂは５回目まで合格はしたものの、採点に日数がか

かり、５回目のテストを終了するまでに１ヶ月以上かかった。更に、最終テストがあ

り、５００件の入力テストと問題に答える形式のものと両方に合格しなければならなか

った。結果は不合格で、合格ラインがはっきりせず、Ｂはだんだん不審に思うようにな

った。その上、最終テストは月に１回のみ実施されるため、最終テストを再挑戦するに

は、１ヶ月待たなければならなかった。Ｂは１ヶ月後、最終テストを受けたがまた不合

格となり、問題の難易度が高すぎて、簡単には合格できないと思ったので、消費生活セ

ンターに相談した。 

 

【事例３】 

平成２１年５月、Ｃは、自宅でパソコンを使った在宅ワークをしたいと思い、イン

ターネットで在宅ワークの紹介サイトに登録した。後日、ネクストのＸと称するＴから

「登録サイトに登録いただきありがとうございます。」と電話があり、「在宅ワークを

するためには仲介手数料がかかる。」、「１日２～３時間、週１０時間程度の仕事で月

に４～５万円稼げる。」と告げられた。Ｔから「仕事をするのであれば契約関係の書類

を送るので、改めて説明します。」と言われ、細かい説明は無く電話を切った。 

契約関係書類が届いた頃、Ｔから２回目の電話があり、「電話面接をします。」と

言って簡単にパソコンスキル、パソコンの環境等について質問された。また、概要書に

基づき商品の名前や金額について簡単に説明を受けた。料金については、「トレーニ

ング代も含まれた金額で、４９８，２００円です。」と言われ、Ｃは高額でびっくりし

たが、Ｔから「フルで業務している人は、月１０万円稼いでいる人もいる。クレジット

返済の２万円を引いても４～５万円手元に残る。」、「クライアントはたくさんいるの

で、当社としても仕事をしてくれる人をどんどん探している。」と告げられ、収入にな

るのであればと思い契約することにした。 

後日、ネクストの人事管理担当のＷと称するＳから電話があり、「仕事には、ａ、

ｂ、ｃのランクがある。最初はｃランクの仕事で、ｃランクの仕事をするためには課題

１～５までをクリアしなければならない。クリアして初めて仕事が紹介される。課題は

簡単なもので、パソコンの初歩的なものなのですぐにクリアでき、仕事にもありつけ

る。」と告げられた。 

Ｃは、ｃランクの課題１を７月に始め、課題２も早々に合格したが、その後の課題

は膨大なデータ入力の課題となり、課題５までをクリアするのに、２か月かかった。 

その後のスキルチェックは不合格となり、当初「パソコンの基本的な知識で合格す

る。」と勧誘されたが、実際は専門的な知識を必要とする課題で合格することができな

かった。Ｃは、この時初めて話が違うと思った。 
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Ｃが解約したい旨をネクストの相談窓口に伝えたところ、商品代金の３０％が返金

されるという回答だったため、Ｃは納得できず、消費生活センターに相談した。 

 

【事例４】 

平成２１年８月、Ｄは、仕事量が減ったため、副業をして少しでも収入を得たいと

思い、インターネットに「内職」とキーワードを入力して検索し、資料を請求した。 

後日、アルファの営業員Ｙと称するＴから電話があった。 Ｔから「よその会社の

仕事をメールで送りますので、仕事をしてもらいます。」、「仕事は最初はワードやエ

クセルなどで名刺や住所一覧といった簡単なものからやってもらいます。月に３、４万

円ぐらいは稼げます。」、「Ｄさんのエクセルやワードのレベルを知りたいのでテスト

をして、レベルを上げていきながら仕事をしてもらいます。１週間から１０日ぐらいで

合格します。」、「レベルが上がれば１０万から１５万ぐらい稼げます。レベルはａ，

ｂ，ｃありますが、全部のレベルを合格するには１００時間くらいかけなきゃなりませ

ん。１００時間かけている間に最初のレベルの３、４万の仕事をして稼げますから、稼

ぎながらテストをして下さい。」と告げられた。住所の一覧など仕事の内容は簡単なも

のだったので、その程度なら自分でも出来ると思った。そして、Ｔから、「ただし、こ

ちらの儲けとして１万５千円を月々振り込んで下さい。バックマージンみたいなもので

す。５０万支払ったらもう支払わなくていいですよ。月に３、４万稼いだら、それから

支払って下さい。」、「週に２０時間じゃなくて４０時間とか頑張って働けば、４０万

ぐらい稼げます。倍働けば倍貰えます。」と告げられた。Ｄは、月に３、４万ぐらい

稼げるのならば月々１万５千円は支払えるし、すぐにランクアップして月に１０万や１

５万円ぐらい稼げるようになるのだから、支払いは大丈夫だろうと考えた。後日契約書

が届いた時にＣＤ－ＲＯＭを買うことになるとわかるが、そのときには商品を買うこと

になるとは全く思っていなかったし、説明も無かった。ＤはＴに契約書を送って欲しい

と依頼した。 

後日、契約書がアルファから届くと、ＣＤ－ＲＯＭを４９万円ぐらいで買うと書か

れていた。ＤはすぐにＴに電話をかけて４９万円が何か尋ねると、Ｔは「ソフト代で

す。毎月の支払いで１０月から支払ってもらいます。リボ払いで支払って下さい。」と

答えたので、Ｄは最初の話と違うなと思ったが、そのときはすぐに仕事が出来ると思っ

ていたので、とりあえず契約書をアルファへ送った。それから何日か経って、アルファ

からＣＤ－ＲＯＭが届いた。 

その後、インターネットでテストを受けるようになった。最初の問題は簡単だった

のですぐに合格するだろうと思っていたら、１週間後の結果は不合格だった。Ｄはマイ

クロソフトのＷｉｎｄｏｗｓに付属されている圧縮ソフトで圧縮して送信したが、指定

の圧縮ソフトで圧縮して再度提出するよう指示された。最初から指定してくれていれ

ば、余計に１週間費やさなくて済むのにと思ったが、とりあえず指定通りの圧縮ソフト

を使って再度送信し直し、それからまた１週間経って合格出来た。第２段階のテストは

文字の濁点が半角になっていないなど細かい指摘があって不合格だった。Ｄは完璧と思

うぐらいに再度テストをやり直して送信し、今度は合格するだろうと考えていたが、２

回目も不合格だった。まだ自分の実力が足りないのかと思い、再度テストをやり直した
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が、３回目も不合格だった。テストの結果を待つまでに一週間もかかるので、２段階目

のテストを受けている間にもう１０月に入ってしまい、いつになったら仕事が貰えるの

か不安になってきた。Ｔに電話で尋ねると、Ｔから「もうちょっとレベルが上がらない

と仕事はダメです。もう一回テストを受けて下さい。」と言われた。Ｄは仕事が欲しい

と思っていたが、なかなか仕事がもらえないのでおかしいと思い始めた。そのうちカー

ド会社から請求書が届き、Ｔの説明では仕事で稼いだ中から支払えばよいことになって

いたが、まだ仕事を貰えていないのに支払わなければならないのは納得がいかず、消費

生活センターに相談し解約した。 

 

【事例５】 

平成２２年１月、Ｅは職場復帰するまでの間、自宅でできる仕事はないかとパソコ

ンで在宅ワークを探していた。「在宅ワーク」で検索したところ、「誰でも簡単にでき

る」、「主婦でもできる」と記載された在宅ワークを紹介するサイトを見つけ、登録し

た。 

数日後、アルファのＺと称するＵから自宅に電話があった。Ｕから、会社名、氏名

を名乗り、「先日登録をしていただいたので、お電話させていただきました。お仕事を

していただく条件として、週１０時間はお仕事に費やせること、２年以上は続けられる

ことの２点がありますが、責任を持って働けますか。」と聞かれ、Ｅは「はい」と答え

た。Ｕから、「セキュリティや個人情報保護に関して個人で在宅ワークを行うと非常に

お金がかかりますが、当社では仲介手数料として４９万円をいただくことになっていま

す。」、「月々１５０００円から２００００円くらいの分割の支払にすると、当社で２

年間働けば支払えますよ。」、「Ｅさんは、月にどのくらいの収入が必要ですか。稼い

でいる人は月１０万円位の方もいますが。」と告げられた。Ｅが３万円位の収入があれ

ば良いと答えたところ、Ｕから「仕事が始まれば仲介手数料を差し引いても最低３万円

が手元に残るので、負担はないと思いますよ。」と告げられた。Ｅは４９万円という金

額はとても支払えないと思ったが、仕事をしながら支払って手元に３万円が残るのであ

ればできるかもしれないと思った。ＥはＵに「入力はできますが、専門的な知識が無く

ても大丈夫ですか。」と尋ねたところ、Ｕは「大丈夫です。」と答えた。Ｕは「ａ、

ｂ、ｃとランクがあり、初めはｃランクからのお仕事になりますが、仕事が始まる前に

研修を受けてもらっています。ｃランクの研修は、ステップ１から５まであり、それぞ

れの課題をクリアしてから、最後にスキルチェックがあります。」と説明した。Ｅが研

修にはどれくらいかかり、仕事はいつから始まるのかを質問したところ、Ｕは「３月ま

でには研修が終わって仕事に入れるでしょう。」と答えた。 

Ｅは早速２月初めからステップ１の課題に取り組んだ。ステップ１はすぐに終了

し、その日に提出したが、採点に３日かかった。ステップ２は、２回不合格で、３回目

の提出でクリアし、ステップ３、ステップ４は１回目でクリア、２月末にはステップ５

の課題にとりかかった。ステップ５に関しては、入力問題と知識問題の２つの課題を提

出しなければならず、入力問題は１日８時間程かけて取り組み、３回目で合格した。知

識問題に関しては、内容が専門的で、Ｅには全く分からず、パソコンに詳しい家族に解

いてもらって、１回目で合格した。在宅ワークのサイトに「誰にでもできる」と書かれ
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てあり、Ｕも「専門的な知識が無くても大丈夫」と言っていたが、Ｅはパソコンの知識

が無いと合格できないと思った。また、Ｕが「３月には研修が終了する」と言っていた

が、それも無理だと思った。 

Ｅは、３月末、スキルチェックを始めた。入力問題は５００件もあり、１日中入力

して３、４日費やし、期限１０日間の残りの日数を２～３回見直すことに費やした。知

識問題は３０分の時間制限があり、内容も更に専門的でＥには全く解けなかったので、

家族が問題を解いた。Ｅは普通の人では絶対クリアできないと思った。スキルチェック

の採点には１週間かかり、知識問題は合格、入力問題は不合格の通知が届き、再提出し

た。家族に手伝ってもらいながら、ようやく合格したのは、契約してから３ヶ月後だっ

た。それから１ヶ月経つが、まだ仕事に就いていない。 

 

【事例６】 

平成２２年１月、Ｆは、空いた時間に自宅でできる仕事はないかとパソコンで在宅

ワークを探していた。「副業」で検索したところ、「初心者でも簡単にできる」、「空

いた時間でできる」と記載された在宅ワークを紹介するサイトを見つけた。「初心者向

けです」と記載されていたのを見て、これならパソコン初心者のＦにもできるかもしれ

ないと思い、登録した。 

数日後、Ｆの携帯電話にアルファのＺと称するＵから「在宅ワークのお仕事の件で

お電話しました。」と電話があった。Ｕから「どれくらい在宅ワークにお時間取れます

か。」と質問され、Ｆは２，３時間位と答えた。Ｕから「仕事の量にもよりますが、そ

のくらいの時間できれば月１０万円近くの収入になりますよ。仕事に慣れてくれば月１

０万円以上になりますから。」と告げられた。Ｆは「パソコン初心者なので、１から１

０まで教えてもらわないとできないのですが、それでも大丈夫ですか。」と尋ねると、

Ｕは、「メールでいつでもしっかりサポートしていきますので、大丈夫です。」と答え

た。 

Ｕから「クライアントからの仕事は、アルファを仲介して登録スタッフに紹介し、

提出された仕事はまたアルファでチェックしてからクライアントに渡しますから安心で

す。」、「仲介手数料やサポート代等全部で４９８８００円かかりますが、分割で月々

１００００円位からのお支払いにしていただければ、お仕事が始まって収入から返して

いけます。」と告げられた。Ｆは、４９８８００円という金額にびっくりしたが、収入

から支払っていけるし、仕事もチェックしてもらってからクライアントに提出するので

あれば、安心だと思った。 

Ｕから「研修を経て合格すると仕事が始まる。」、「パソコンに慣れている人ならすぐ

に合格するからすぐに仕事も始められる。」と説明を受けたが、実際にステップ１から

ステップ５まで課題があり、それをクリア後、スキルチェックがあるということは研修

が始まってから知った。 

Ｕの「自分の都合にあわせて仕事が出来る。」、「収入がだんだん増えてい

く。」、「パソコン初心者でも大丈夫。」と言う説明を聞いて、Ｆはやってみようと思

った。 

２月初め、Ｆは早速ステップ１の問題をダウンロードしたが、問題の内容もやり方
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も全く分からず、サポートセンターに聞かなければ先に進めなかった。メールで質問し

ても返事が無く、サポートセンターに電話で聞くと、不親切な対応だった。契約前に、

「しっかりサポートしてくれる」と言われたが、とてもそうは思えなかった。 

４月初め、ようやくステップ３をクリアしたが、Ｆは度重なるサポートセンターの

不快な対応に不審を抱くようになり、消費生活センターに相談した。 

 


